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令 和 ８ 年 度  函 館 市 公 共 交 通 運 転 手 確 保 事 業 費 補 助 金  

交  付  要  領  

 

１ ． 制 度 概 要  

  函 館 市 では， バスおよ びタ クシーの 運 転 手 不 足 が 深 刻 化 する 中 で ， 将 来 に

わた り 持 続 可 能 な公 共 交 通 ネ ットワー クを 構 築 す るため ， 公 共 交 通 事 業 者 が ，

新 たに公 共 交 通 運 転 手 として従 事 する方 の 二 種 免 許 取 得 に係 る 費 用 を全 額

負 担 す る 場 合 に限 り ， その 費 用 の 最 大 半 額 を 補 助 す る こ とで ， 公 共 交 通 事

業 者 における二 種 免 許 取 得 費 用 支 援 制 度 の充 実 を支 援 し， 運 転 手 の確 保

を促 進 します。  

２ ． 対 象 要 件  

   新 たに二 種 免 許 を取 得 し運 転 業 務 に 従 事 する 従 業 員 に対 し， その免 許 取

得 に 係 る 対 象 経 費 の 全 額 を 負 担 し， 下 記 の 要 件 を 全 て 満 た す 公 共 交 通 事

業 者 を対 象 とします。  

  (1 )  バ ス 事 業 （ 路 線 バ ス， 定 期 観 光 バス， 観 光 貸 切 バ ス等 ） また はタ ク

シー事 業 を営 んでいること  

(2 )  函 館 市 内 に主 たる営 業 所 を置 いていること  

(3 )  免 許 を 取 得 す る 従 業 員 に ， 免 許 取 得 後 ２ 年 以 上 継 続 して 運 転 業

務 に従 事 させること  

(4 )  次 の二 つの支 援 制 度 のどちらかに応 募 していること  

①令 和 ８ 年 度 交 通 DX・ GX による経 営 改 善 事 業 （ 旅 客 自 動 車 運 送

事 業 における人 材 確 保 支 援 事 業 ）  

②厚 生 労 働 省 の人 材 開 発 支 援 助 成 金  

３ ． 補 助 対 象 経 費  

   二 種 免 許 取 得 に係 る， 自 動 車 教 習 所 等 へ支 払 う経 費 。  

   補 助 対 象 経 費 の例  

入 学 金 ， 適 正 検 査 料 ， 学 科 教 習 料 ， 技 能 教 習 料 ， 効 果 測 定  

料 ， 教 材 費 ， 写 真 代 ， 検 定 料 ， 保 険 料  等  

※  交 通 費 や 食 費 等 ， 一 部 対 象 外 と な る 経 費 が あ り ま す 。 規 程 時 限 を 超 過 し た

分 の 教 習 料 金 ， ２ 回 目 以 降 の 検 定 料 は 対 象 外 と なります。  

   ただし， 取 得 する自 動 車 免 許 の区 分 に 応 じて， 以 下 の金 額 を上 限 とする。  

    ・ 大 型 第 二 種 免 許   一 人 あたり５ ０ 万 円  

    ・ 中 型 第 二 種 免 許   一 人 あたり４ ０ 万 円  

    ・ 普 通 第 二 種 免 許   一 人 あたり３ ０ 万 円  

４ ． 補 助 割 合  

  補 助 対 象 経 費 の２ 分 の１  

※国 等 から同 様 の支 援 を受 ける場 合 は ， 補 助 対 象 経 費 からその 額 を控 除 し
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た額 の２ 分 の１  

５ ． 申 請 手 続 き  

   (1)  事 前 着 手 届 の提 出  

      対 象 と なる 従 業 員 （ 対 象 者 が 複 数 の 場 合 は， 最 も 早 く 自 動 車 学 校

に入 学 する者 ） の自 動 車 教 習 所 入 学 手 続 き前 に， 次 の書 類 をご提 出 く だ  

さい。  

ア  事 前 着 手 届 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）  

イ  運 転 免 許 証 の写 し  

   (2)国 等 による同 様 の支 援 制 度 へ申 請 したことが分 かる書 類 の写 しの提 出  

     ・ 令 和 ８ 年 度 交 通 DX・ GX による経 営 改 善 事 業 に申 請 する場 合  

      申 込 フ ォー ム 上 で 申 請 した こ と 確 認 がで き る 「 マ イペー ジ」 の 写 し ， 交 付

決 定 書 ， 不 交 付 決 定 書 などの写 し  

     ・ 厚 生 労 働 省 の人 材 開 発 支 援 助 成 金 に申 請 する場 合  

      申 請 時 に作 成 する「 計 画 書 」 の提 出  

   (3)  交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 の 提 出 （ 期 限 は ３ 月 末 です が お 早 め に）  

      対 象 者 （ 対 象 が 複 数 名 の 場 合 は， 最 も 免 許 取 得 が 遅 い 者 ） の 免

許 取 得 後 ， 速 やかに下 記 の書 類 をご提 出 く ださい。  

ア  交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

イ  補 助 事 業 等 の実 績 書 （ 共 通 第 ２ 号 様 式 ）  

ウ  補 助 事 業 等 の収 支 決 算 書 （ 共 通 第 ４ 号 様 式 ）  

エ  教 習 所 からの請 求 明 細 書 の写 し  

オ  補 助 事 業 の支 払 いが確 認 できる書 類 の写 し  

カ  二 種 免 許 取 得 者 の運 転 免 許 証 の写 し  

キ  二 種 免 許 取 得 者 の 運 転 業 務 従 事 に 関 す る 誓 約 書 （ 別 記 第 ３ 号

様 式 ）  

ク  その他 市 長 が必 要 と認 める書 類  

  ・ 教 習 所 の料 金 表  

※国 等 の支 援 制 度 も活 用 する場 合 は， 交 付 金 額 等 が確 認 できる書 類 （ 額

の確 定 通 知 等 ） のご提 出 も必 要 となります。  

６ ． その他  

(1 )  本 補 助 金 の 交 付 を 受 けた 事 業 者 が 虚 偽 また はその 他 不 正 な手 段 によ

り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た こ と が 判 明 し た 場 合 は ， 交 付 決 定 を 取 り 消 し ，

補 助 金 を返 還 いただきます。  

(2 )  本 補 助 金 の交 付 を受 け二 種 免 許 を取 得 した従 業 員 が， ２ 年 以 内 に

運 転 業 務 に従 事 でき なく な る 場 合 は ， 予 め ご 報 告 をい ただ き ます。 なお ，

従 事 できなくなる 理 由 により， 補 助 金 の 一 部 または 全 部 を返 還 いただく

場 合 がありますので， 予 めご了 承 く ださい。  


